
戸籍住民課　窓口別　取扱業務一覧
令和７年４月改訂

◎市役所
泉町1156-9 ℡042(523)2111

◎窓口サービスセンター
曙町2-2-27 ℡042(540)0020

◎東部連絡所
若葉町3-34-1 ℡042(536)6770

◎錦連絡所
錦町３-２-２６ ℡042(523)2141

◎富士見連絡所
富士見町7-17-12 ℡042(521)4686

◎西部連絡所
西砂町6-12-10 042(531)6953

平日8時半～17時
平日 17時～20時

土日 8時半～17時

住民異動等届出（引越し等） ○ ○
△ ※1

×（外国籍の方を含む場合）

外国人の住居地の届出（引越し等） ○ ○ ×

特別永住者事務 ○ × ×

住民票の写し ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

住民票記載事項証明 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

広域交付住民票 ○ ○ ×

不在住・不在籍証明 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

住居表示・町名地番証明 ○ ○ × ○ ○ ○ ○

個人番号カード交付 ○ × ×（日曜事前予約のみ）

個人番号カード

記載事項変更・継続利用
○ ○ ×

個人番号カード紛失届・パスワード

変更・その他の申請
○ ○ ×

電子証明書発行・更新 ○ ○ ×

記載事項変更・継続利用 ○ ○ ×

パスワード変更・再設定等 ○ ○ ×
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平日8時半～17時
平日 17時～20時
土日 8時半～17時

○ ○ △   ※1

○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

○ ○
（限定有※2）

当直室
○

（限定有※2）

○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ×

○ ○ △（同日届出及び受理
決定前のものは取扱不可）

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

保険年金課 ○ △　※1

保険年金課 ○ ○

年
金 保険年金課 ○ △　※1

（海外任意加入は取扱不可）

子ども政策課 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ × ※6

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

収納課 ○
 FAX対応

×
（納税済の車検用のみ可）

○
FAX
対応

○
FAX
対応

○
FAX
対応

○
FAX
対応

○ ○ ×

各課 ○
○

（納付書持参者）※8
○ ○ ○ ○

そ
の
他

コンビニ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※ 詳しくはお問い合わせいただくか、立川市ホームページ（ｈｔｔｐ//www.city.tachikawa.lg.jp/)をご覧ください。

戸籍届出書類の交付

戸籍届出受付
   （平日５時以降・休日）※4

戸籍届出受付
   （平日８時半～５時）

除籍・改製原戸籍

※2 出生・死亡・婚姻・離婚・転籍・入籍・分籍・認知届（当事者が外国人の場合及び外国における出生・
      婚姻等を除く）。

※4 時間外戸籍届出は受領。後日受理決定(届出日は受領日）。

課税・非課税証明書

固定資産・法人所在証明書※7

納税証明書

※5 住民異動と同時の国民健康保険証は、戸籍住民課窓口にて保険年金課が取り扱い。
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富士見
連絡所

国民健康保険加入・喪失・再交付※5

印鑑登録届出

取扱業務

※7 固定資産とは｢評価･公課･記載事項｣証明書のことをいう。住宅用家屋証明は本庁課税課のみ。
      家屋滅失証明は平日8時半～17時のみ戸籍住民課での取り扱い。

※8 窓口サービスセンターでは、納付相談はできません。
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※6 同施設の子ども未来センターで交付。

戸籍住民課
（本庁）

東部
連絡所

※1 窓口サービスセンターでこの時間帯に申請された場合、お預りのみの取扱となります。
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印鑑登録証明書

 ○

窓口サービスセンター

出産一時金・葬祭費・高額療養費・
人間ドック

国民年金加入・種別変更

乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療
費助成申請　児童手当申請

母子手帳交付

戸籍の附票の全部・一部事項証明

出生届出済証明（母子手帳記入）

埋火葬許可証

臨時運行許可証（仮ナンバー）

各市税・国民健康保険料等収納

粗大ごみ処理券

身分証明書

○
※3

×

○ ○ ○

戸籍届書の記載事項証明・受理証明

広域交付の除籍・改製原戸籍（謄本のみ）

広域交付の戸籍全部事項証明

戸籍の全部・個人・一部事項証明

※3 ホームページやお電話で注意事項（受付時間含む）をご確認の上、お越しください。

○ ○ ○ ○

○
※3

（課税課へ照会が
必要な場合は×）
（課税課へ照会が
必要な場合は×）
（課税課へ照会が
必要な場合は×）
（課税課へ照会が
必要な場合は×）

（課税課へ照会が必要
な場合は取扱不可）

（婚姻・離婚・転籍・出生・入籍 等）


